
告 示

�愛媛県告示第１４７０号
次の森林を保安林予定森林にしたから、森林法（昭和２６年法律第

２４９号）第３０条の２第１項の規定により告示する。

平成２７年１２月２２日

愛媛県知事 中 村 時 広

１ 保安林予定森林の所在場所

宇和島市石応８０９の２、８１０、８３４

２ 指定の目的

土砂の流出の防備

３ 指定施業要件

� 立木の伐採の方法

ア 次の森林については、主伐は、択伐による。

石応８１０・８３４（以上２筆について次の図に示す部分に限

る。）、８０９の２

イ その他の森林については、主伐に係る伐採種を定めない。

ウ 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所

在する市町に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以

上のものとする。

エ 間伐に係る森林は、次のとおりとする。

� 立木の伐採の限度

次のとおりとする。

（「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関係

書類を愛媛県庁及び宇和島市役所に備え置いて縦覧に供する。）

�������
�愛媛県告示第１４７１号
建築基準法（昭和２５年法律第２０１号）第７７条の３５の８第２項の規

定により、指定構造計算適合性判定機関から次のとおり構造計算適

合性判定の業務を行う事務所の所在地の変更の届出があった。

平成２７年１２月２２日

愛媛県知事 中 村 時 広

１ 名称及び住所

株式会社建築構造センター

東京都新宿区新宿一丁目８番１号大橋御苑駅ビル６階

２ 変更する構造計算適合性判定の業務を行う事務所の所在地

� 変更前

名 称 事務所の所在地

省略

埼 玉 事 務 所
埼玉県さいたま市浦和区高砂２丁目２番３号さい
たま浦和ビルディング３階

神奈川事務所
神奈川県横浜市西区北幸２丁目３番１９号日総第８
ビル８階

発 行 愛 媛 県
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○ 道路の区域変更（県道小田河辺大洲線）…………………………………………………………………………………………（南予地方局大洲土木事務所）…１１９５

○ 道路の区域変更（県道大茅辰ノ口線）……………………………………………………………………………………………（南予地方局西予土木事務所）…１１９５
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公 告

○ 特定非営利活動法人の定款の変更の認証の申請の公告………………………………………………………………………………（男女参画・県民協働課）…１１９５

雑 報

○ 公示送達…………………………………………………………………………………………………………………………………………（収用委員会事務局）…１１９６
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省略

愛 媛 事 務 所
愛媛県松山市三番町７丁目１３番１３号ミツネビルデ
ィング６０１号室

佐 賀 事 務 所
佐賀県佐賀市駅前中央１丁目９番３８号いちご佐賀
ビル７０４号室

省略

� 変更後

名 称 事務所の所在地

省略

埼 玉 事 務 所
埼玉県さいたま市浦和区高砂２丁目２番３号さい
たま浦和ビルディング３階

千 葉 事 務 所 千葉県船橋市葛飾町２－４０２－３丸庄ビル１階

神奈川事務所
神奈川県横浜市西区北幸２丁目３番１９号日総第８
ビル８階

省略

愛 媛 事 務 所
愛媛県松山市三番町７丁目１３番１３号ミツネビルデ
ィング６０１号室

福 岡 事 務 所
福岡県福岡市博多区御供所町１番１号西鉄�園ビ
ル３階

佐 賀 事 務 所
佐賀県佐賀市駅前中央１丁目９番３８号いちご佐賀
ビル７０４号室

省略

３ 変更年月日

平成２８年１月１５日

�愛媛県告示第１４７２号
介護保険法（平成９年法律第１２３号）第４１条第１項本文の規定により、次のとおり指定居宅サービス事業者を指定した。

平成２７年１２月２２日

愛媛県東予地方局長 渡 瀬 賢 治

�愛媛県告示第１４７３号
介護保険法（平成９年法律第１２３号）第４６条第１項の規定により、次のとおり指定居宅介護支援事業者を指定した。

平成２７年１２月２２日

愛媛県東予地方局長 渡 瀬 賢 治

�愛媛県告示第１４７４号
地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律（平成２６年法律第８３号）附則第１１条又は第１４

条第２項の規定によりなおその効力を有するものとされた同法第５条の規定（同法附則第１条第３号に掲げる改正規定に限る。）による改

正前の介護保険法（平成９年法律第１２３号）第５３条第１項本文の規定により、次のとおり指定介護予防サービス事業者を指定した。

平成２７年１２月２２日

愛媛県東予地方局長 渡 瀬 賢 治

�愛媛県告示第１４７５号
健康保険法等の一部を改正する法律（平成１８年法律第８３号）附則第１３０条の２第１項の規定によりなおその効力を有するものとされた同

指 定 居 宅 サ ー ビ ス 事 業 者 の
名 称 又 は 氏 名

指 定 居 宅 サ ー ビ ス 事 業 所
指定年月日 サービスの種類

名 称 所 在 地

石井オアシス・ケアサービス有限会社 通所介護事業所おあしす中央 愛媛県今治市八町西三丁目３－３５ 平成２７年１１月１６日 通所介護

指定居宅介護支援事業者の名称
指 定 居 宅 介 護 支 援 事 業 所

指定年月日 サービスの種類
名 称 所 在 地

石井オアシス・ケアサービス有限会社 指定居宅介護支援事業所おあしす中央 愛媛県今治市八町西三丁目３－３５ 平成２７年１１月１６日 居宅介護支援

新居浜医療福祉生活協同組合 指定居宅介護支援事業所みんなの家 愛媛県新居浜市船木４６２０番地２ 平成２７年１１月１６日 居宅介護支援

指定介護予防サービス事業者の
名 称 又 は 氏 名

指 定 介 護 予 防 サ ー ビ ス 事 業 所
指定年月日 サービスの種類

名 称 所 在 地

石井オアシス・ケアサービス有限会社 通所介護事業所おあしす中央 愛媛県今治市八町西三丁目３－３５ 平成２７年１１月１６日 介護予防通所介護

愛 媛 県 報平成２７年１２月２２日 第２７３５号

１１９２
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�愛媛県告示第１４７９号
土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第１８条第１６項の規定により、

道後平野土地改良区から次のとおり役員が退任した旨の届出があっ

た。

平成２７年１２月２２日

愛媛県中予地方局長 藤 井 晃 一

退 任

法第２６条の規定による改正前の介護保険法（平成９年法律第１２３号）第１１３条の規定により、次のとおり指定介護療養型医療施設の指定を辞

退する旨の届出があった。

平成２７年１２月２２日

愛媛県東予地方局長 渡 瀬 賢 治

�愛媛県告示第１４７６号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第１項の規定に基づき、道路の区域を次のように変更する。

その関係図面は、東予地方局建設部において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成２７年１２月２２日

愛媛県知事 中 村 時 広

�愛媛県告示第１４７７号
介護保険法（平成９年法律第１２３号）第４１条第１項本文の規定により、次のとおり指定居宅サービス事業者を指定した。

平成２７年１２月２２日

愛媛県中予地方局長 藤 井 晃 一

�愛媛県告示第１４７８号
地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律（平成２６年法律第８３号）附則第１１条又は第１４

条第２項の規定によりなおその効力を有するものとされた同法第５条の規定（同法附則第１条第３号に掲げる改正規定に限る。）による改

正前の介護保険法（平成９年法律第１２３号）第５３条第１項本文の規定により、次のとおり指定介護予防サービス事業者を指定した。

平成２７年１２月２２日

愛媛県中予地方局長 藤 井 晃 一

指定介護療養型医療施設の開設者の
名 称 又 は 氏 名

指 定 介 護 療 養 型 医 療 施 設
辞退年月日 サービスの種類

名 称 所 在 地

医療法人 岩崎病院 岩崎病院 愛媛県新居浜市中萩町２番５号 平成２７年５月３１日 介護療養型医療施
設

社会医療法人社団更生会 社会医療法人社団更生会村上記念病院 愛媛県西条市大町７３９番地 平成２７年１１月３０日 介護療養型医療施
設

道路の種類 路 線 名 区 間 旧・新
別

敷 地 の
幅 員

メートル

延 長

キロメートル

備 考

県 道 壬生川丹原線
西条市丹原町池田１７６７番８地先から

同町池田１７６８番１地先まで

旧 １２．４～１３．６ ０．０６３

新 １６．０～１６．５ ０．０６３

指 定 居 宅 サ ー ビ ス 事 業 者 の
名 称 又 は 氏 名

指 定 居 宅 サ ー ビ ス 事 業 所
指定年月日 サービスの種類

名 称 所 在 地

有限会社南海運送 リハプライドとうおん 愛媛県東温市志津川１２１番地２ 平成２７年１１月１０日 通所介護

指定介護予防サービス事業者の
名 称 又 は 氏 名

指 定 介 護 予 防 サ ー ビ ス 事 業 所
指定年月日 サービスの種類

名 称 所 在 地

有限会社南海運送 リハプライドとうおん 愛媛県東温市志津川１２１番地２ 平成２７年１１月１０日 介護予防通所介護

役員の種類 氏 名 住 所

理 事 白 石 勝 也 伊予郡松前町大字南黒田６０６番地

愛 媛 県 報平成２７年１２月２２日 第２７３５号

１１９３
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�愛媛県告示第１４８０号
都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第３６条第１項に規定する開発行為に関する工事が次のとおり完了した。

平成２７年１２月２２日

愛媛県中予地方局長 藤 井 晃 一

�愛媛県告示第１４８１号
介護保険法（平成９年法律第１２３号）第４１条第１項本文の規定により、次のとおり指定居宅サービス事業者を指定した。

平成２７年１２月２２日

愛媛県南予地方局長 稲 田 洋一郎

�愛媛県告示第１４８２号
地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律（平成２６年法律第８３号）附則第１１条又は第１４

条第２項の規定によりなおその効力を有するものとされた同法第５条の規定（同法附則第１条第３号に掲げる改正規定に限る。）による改

正前の介護保険法（平成９年法律第１２３号）第５３条第１項本文の規定により、次のとおり指定介護予防サービス事業者を指定した。

平成２７年１２月２２日

愛媛県南予地方局長 稲 田 洋一郎

�愛媛県告示第１４８３号
介護保険法（平成９年法律第１２３号）第７５条第２項の規定により、指定居宅サービス事業者から次のとおり指定居宅サービス事業を廃止

する旨の届出があった。

平成２７年１２月２２日

愛媛県南予地方局長 稲 田 洋一郎

�愛媛県告示第１４８４号
介護保険法（平成９年法律第１２３号）第１１５条の５第２項の規定により、指定介護予防サービス事業者から次のとおり指定介護予防サービ

ス事業を廃止する旨の届出があった。

平成２７年１２月２２日

愛媛県南予地方局長 稲 田 洋一郎

検 査 済 証 の 番 号
及 び 交 付 年 月 日

工 事 を 完 了 し た 開 発 区 域 又 は
工 区 に 含 ま れ る 地 域 の 名 称

開 発 許 可 を 受 け た
者 の 住 所 及 び 氏 名

２７中局建（開）第３４号

平成２７年１２月１０日
伊予市上吾川字六反甲１９０９番２

伊予市上吾川甲１８６５番地

亀 岡 紀 秀

指 定 居 宅 サ ー ビ ス 事 業 者 の
名 称 又 は 氏 名

指 定 居 宅 サ ー ビ ス 事 業 所
指定年月日 サービスの種類

名 称 所 在 地

株式会社いしびき デイサービス すぎなの里 愛媛県宇和島市寄松字曽我甲１２４４番１ 平成２７年１１月１日 通所介護

株式会社百笑一輝 デイサービスセンター 海里 愛媛県西予市明浜町俵津４番耕地６９番
地１ 平成２７年１１月５日 通所介護

指定介護予防サービス事業者の
名 称 又 は 氏 名

指 定 介 護 予 防 サ ー ビ ス 事 業 所
指定年月日 サービスの種類

名 称 所 在 地

株式会社いしびき デイサービス すぎなの里 愛媛県宇和島市寄松字曽我甲１２４４番１ 平成２７年１１月１日 介護予防通所介護

株式会社百笑一輝 デイサービスセンター 海里 愛媛県西予市明浜町俵津４番耕地６９番
地１ 平成２７年１１月５日 介護予防通所介護

指 定 居 宅 サ ー ビ ス 事 業 者 の
名 称 又 は 氏 名

指 定 居 宅 サ ー ビ ス 事 業 所
廃止年月日 サービスの種類

名 称 所 在 地

宇和島ハイヤー株式会社 宇和島介護サービス 愛媛県宇和島市丸之内一丁目１番７号 平成２７年１１月３０日 訪問介護
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公 告

�愛媛県告示第１４８５号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第１項の規定に基づき、道路の区域を次のように変更する。

その関係図面は、南予地方局大洲土木事務所において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成２７年１２月２２日

愛媛県知事 中 村 時 広

�愛媛県告示第１４８６号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第１項の規定に基づき、道路の区域を次のように変更する。

その関係図面は、南予地方局西予土木事務所において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成２７年１２月２２日

愛媛県知事 中 村 時 広

�愛媛県告示第１４８７号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第２項の規定に基づき、道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は、南予地方局西予土木事務所において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成２７年１２月２２日

愛媛県知事 中 村 時 広

�公 告

特定非営利活動促進法（平成１０年法律第７号）第２５条第４項の規定に基づき、特定非営利活動法人の定款の変更の認証の申請があったの

で、同条第５項において準用する同法第１０条第２項の規定に基づき、次のとおり公告する。

指定介護予防サービス事業者の
名 称 又 は 氏 名

指 定 介 護 予 防 サ ー ビ ス 事 業 所
廃止年月日 サービスの種類

名 称 所 在 地

宇和島ハイヤー株式会社 宇和島介護サービス 愛媛県宇和島市丸之内一丁目１番７号 平成２７年１１月３０日 介護予防訪問介護

道路の種類 路 線 名 区 間 旧・新
別

敷 地 の
幅 員

メートル

延 長

キロメートル

備 考

県 道 小田河辺大洲線
大洲市肱川町山鳥坂３４０４番から

同町山鳥坂３４０５番まで

旧 ３．８～６．３ ０．０２５

新 ５．０～６．３ ０．０２５

〃 〃
大洲市肱川町山鳥坂１７７４番から

同町山鳥坂１７５３番まで

旧 ３．５～１２．２ ０．０４７

新 ６．９～１２．６ ０．０４７

〃 〃
大洲市肱川町山鳥坂１７４７番から

同町山鳥坂１７４３番まで

旧 ３．８～４．６ ０．０３５

新 ４．７～１０．５ ０．０３５

道路の種類 路 線 名 区 間 旧・新
別

敷 地 の
幅 員

メートル

延 長

キロメートル

備 考

県 道 大茅辰ノ口線

西予市城川町遊子谷２２１１番１地先から

同町遊子谷２０２７番１地先まで
旧 ８．４～１８．２ ０．０９０

西予市城川町遊子谷２２１１番２から

同町遊子谷２０２７番３まで
新 ９．３～２３．０ ０．０９０

道路の種類 路 線 名 供 用 開 始 の 区 間 供用開始の日

県 道 大茅辰ノ口線
西予市城川町遊子谷２２１１番２から

同町遊子谷２０２７番３まで
平成２７年１２月２２日
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雑 報

�公示送達
住所及び居所不明（ただし、住民票の住所 大阪府大阪市住吉区

遠里小野１丁目９番１２号） 森 元 五十二

住所不明（ただし、戸籍附票の最後の住所 香川県高松市木太町

１７５２番地） 岡 田 敏 美

存否不明 鹿 島 富 子

土地収用法（昭和２６年法律第２１９号）第６６条第３項の規定に基づ

き上記の者に送達すべき次の書類は、当収用委員会事務局（愛媛県

土木部土木管理局用地課）において保管してあるので、出頭の上、

その交付を受けてください。

なお、この書類を受領しないときは、土地収用法施行令（昭和２６

年政令第３４２号）第５条第５項の規定により、平成２８年１月１２日を

経過した時にその書類の送達があったものとみなされます。

平成２７年１２月２２日

愛媛県収用委員会

会長 市 川 武 志

平成２７年１２月８日付け裁決書

平成２７年１２月２２日

愛媛県知事 中 村 時 広

申請年月日 特定非営利活動法人の名称 代表者の氏名 主たる事務所の所在地 定款に記載された目的

平成２７年１２月１０日
特定非営利活動法人
えひめ子どもチャレンジ支援機
構

井 門 照 雄 松山市上野町甲６５０番地
この法人は、青少年が主体的に企画・実施する
チャレンジ活動を支援する事業を行いながら、
青少年の職業観や勤労観の育成、健全な食生活
に向けての意識・態度形成、さらには対人関係
能力の向上やボランティア活動の推進を図り、
公益に寄与することを目的とする。

平成２７年１２月２２日 発行
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